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１．河川整備計画策定にあたっての基本的考え方 

 

1) 本計画の対象区間は、淀川水系の指定区間外区間(大臣管理区間)とする。ただし、計

画策定上必要となる指定区間・流域についても言及する。また、沿岸海域への影響も視

野に入れる。 

 

2) 本計画の対象期間は概ね 20～30 年間とする。ただし、本計画に 20～30 年間の全ての

整備内容を網羅的に盛り込んでいるものではなく、現時点で必要と考えるものを記述し

ており、社会状況の変化や新たな知見等による検討結果等をふまえて、整備内容を追加

していくものとする。 

   併せて、計画の内容については、Plan(計画)、Do(実施)、Check(点検・評価)、Action(処

置・改善)のサイクルを考慮し、随時、進捗状況を点検して、必要に応じて見直しを行う

ものとする。進捗状況の点検にあたっては、淀川水系流域委員会の意見を聴く。 

  なお、計画の具体的施策で、「実施する」と記述している施策は、本計画期間に速やか

に実施していくものであり、「検討する」と記述している施策は、今後、実施の可否も含

めて検討を行っていくものであり、検討結果がでた時点で、整備計画の変更を行うものと

する。 

 

3)  今後の河川整備に向けて、河川整備計画の基本的考え方については、以下のとおりで

ある。 

 

○ これまでの河川整備においては、結果として川と田んぼの関係に見られるように水

と水が途切れ、水生生物や緑も途切れ、川と人とのつながりも希薄になり、さらに川

の上下流間などでは人と人とのつきあいも途切れてきた場合もあることから、これか

らは徹底してそれらの関係をつないでいくべきである。そのため、水、生物、ひと、

まちづくりなどとのつながりをもった川とするとともに、住民等の参画や情報共有を

推進していく。 

 

○ 「生態系が健全であってこそ、人は持続的に生存し、活動できる。」との考え方をふ

まえて河川環境の保全・再生を図り、次世代に適切に引き継げるよう努める。また、

河川環境の保全・再生は「川が川をつくる」ことを手伝うという考え方を念頭に実施

していく。特に、水陸移行帯の保全・再生をはじめとして河川の縦断・横断方向の連

続性が分断されている状況を修復し、さらには河川・湖と陸域の連続性を確保する。 

 

○ 洪水被害の頻度のみならず、その深刻さを軽減する施策をハード、ソフト両面にわ

たって推進する。一部の地域の犠牲を前提としてその他の地域の安全が確保されるも

のではなく、流域全体の安全度の向上を図ることが必要であるとの認識に立って、流

域の関係者が一体となって的確な対策を講じることとする。河川整備にあたっては、

本支川、上下流間のバランスを確保できるよう、手順を明確にした上で実施すること
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とする。また、施設能力を上回る洪水が発生した場合でも被害を最小限にできるよう、

流域全体でリスクを分担する。 

 

○ 節水型社会をめざし、今後も適宜水需要について確認し、既存水資源開発施設の運

用等を適切に見直していくとともに、水需要の抑制を図るべく利水者や自治体との連

携を強化する。一方、水需給が逼迫している地域においては、水需要予測の見直しを

踏まえ、新規水源を確保する。また、異常渇水時には、流域一体となってハード・ソ

フト両面にわたる対策を講じる。 

 

○ 河川の利用は、「川でなければできない利用、川に活かされた利用」を基本とすると

ともに、沿川住民や自治体からの河川利用のニーズも踏まえ、貴重なオープンスペー

スである河川敷地の多様な利用が適正に行われるようにする。また、古くから琵琶湖・

淀川流域に形成されてきた歴史・風土等を活かしつつ、環境教育を推進する場という

観点も含めて利用を推進する。淀川が都市域を流れているという地域特性を踏まえ、

身近な自然を楽しめ、川と街の一体感が体現できるようにする。 
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川、木津川、桂川の計画高水流量をそれぞれ 900 m３/s、4,650m３/s、2,780 m３/s とする計

画であった。この計画に基づき、天ヶ瀬ダム及び高山ダムの建設による洪水調節、水源山

地の砂防の強化、瀬田川の浚渫及び洗堰の改造による琵琶湖沿岸地域及び下流河川の水害

の軽減、宇治川、桂川、木津川及び淀川本川の河道改修の促進並びに管理設備の増強等を

主体として工事を実施した。その後、昭和 34 年の伊勢湾台風により、木津川において昭和

28 年台風 13 号洪水を上回る 6,200 m３/s の出水をみたので、木津川のダム計画に追加修正

を行った。 

 その計画は、新河川法の施行に伴い、昭和 40 年から淀川水系工事実施基本計画となった。

しかしながら、昭和 36 年、昭和 40 年と出水が相次いだこと、及び淀川地域の人口・資産

が増大したことに鑑み、淀川の治水計画を全面的に改定することとし、昭和 46 年に基準地

点枚方における基本高水のピーク流量を 17,000 m３/s として、これを上流ダム群等により

5,000 m３/s 調節し、計画高水流量を 12,000 m３/s とする計画を決定した。さらに、淀川に

おいて堤防が決壊した場合、壊滅的な被害が予想され経済社会活動に甚大な影響を与える

ことが懸念されるため、超過洪水対策として昭和 62 年から高規格堤防の整備に着手した。 

 平成 19 年 8 月には、淀川水系における治水、利水、環境の重要性をふまえて河川整備基

本方針が策定された。 

 本川及び支川の整備にあたっては、河川整備の進捗を十分踏まえて、本支川及び上下流

間バランス、自然条件や社会条件を考慮し、狭窄部などの整備手順を明確にした上で、水

系一貫した河川整備を行う。 

流域全体の治水安全度の向上を図る観点から、所要の堤防等の整備や洪水調節施設の整

備を行った後、下流に影響を及ぼさない範囲で、原則として瀬田川洗堰の全閉操作は行わ

ないこととし、洪水時においても洗堰設置前と同程度の流量を流下させることとする。 

計画規模を上回る洪水や整備途上段階で施設能力以上の洪水が発生した場合においても、

下流のより堤防の高い区間における過度な流量の集中を回避し、被害をできるだけ軽減さ

せるため、河道や沿川の状態、氾濫形態等を踏まえ必要な対策を実施する。 

その上で、基本高水のピーク流量は、琵琶湖からの流出量を加味して淀川の基準点枚方

で 17,500m3/s とし、このうち流域内の洪水調節施設により 5,500 m3/s 調節して、河道への

配分流量は工事実施基本計画と同じく、12,000 m3/s とした。 

 猪名川については工事実施基本計画と同じく基準点小戸で 3,500 m3/s とし、このうち流

域内の洪水調節施設により 1,200 m3/s 調節して河道への配分流量を 2,300 m3/s とした。 

河川環境の整備と保全に関しては、琵琶湖や淀川等に生息・生育する固有種や天然記 

念物等、特徴ある種をはじめ、多様な生物を保全するため、ヨシ帯、ワンド・たまり、 

砂州河原や湖の砂浜、干潟等特徴ある生物の生息・生育空間の保全・再生に努めること 

とする。 また、これまでの流域の人々と琵琶湖、淀川、木津川、桂川や猪名川との関 

わりを考慮しつつ、良好な河川環境を保全し、多様な生物の生息、生育する豊かな自然 

環境を次世代に引き継ぐため、地域住民や学識者、関係機関と連携しながら、地域づく 

りにも資する川づくりを推進する等が明記された。 

 

 なお、砂防事業については、明治 11 年よりオランダ人技師デレーケの指導などにより国
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 水質については、琵琶湖では湖沼 AA 及び湖沼Ⅱ類型、瀬田川は全域で A類型、宇治川は

天ヶ瀬ダムから山科川合流点までが A 類型、山科川合流点から三川合流点までが B 類型、

木津川は A 類型、桂川は渡月橋より上流が A 類型、渡月橋から三川合流点までが B 類型、

淀川は三川合流点から淀川大堰までが B類型、淀川大堰から河口までが C類型、猪名川（藻

川を含む）は藻川分岐点から藻川合流点までが D類型、その他が B類型となっている。 

 琵琶湖の水質は、流域内の人口の増加、市街化の進展等により、湖沼の水質汚濁の代表

指標である COD で評価すると漸増傾向にあり、毎年のようにカビ臭・アオコが発生してい

るほか、淡水赤潮の発生も見られる。また、北湖の水質が良く、南湖の水質が悪い傾向に

あり、COD、全窒素、全リンについては北湖の全リンを除いて環境基準を達成していない状

況である。 

 

 河川の利用については、琵琶湖は豊かな水

産資源を育む場であるとともに、魚釣りや水

遊びなど多様なレクリエーションを楽しめ

る場となっている。瀬田川洗堰より上流では

水量が豊富で流れが緩やかなためボート競

技等が、また、瀬田川洗堰より下流ではカヌ

ー等が行われている。（写真 2-12）木津川の

上野盆地から岩倉峡下流の笠置大橋にかけ

ての中流部は、散策やキャンプ等の場として利用されており、カヌーやボート遊びが行わ

れている。宇治川の塔の島周辺は、歴史・文化的遺産に恵まれ、鵜飼や舟遊びなどに利用

されている。桂川では、約 10km に及ぶ渓流である保津峡において「保津川下り」が行われ

ている。保津峡の下流にある嵐山は京都を代表する観光地

となっており、四季を通じて多くの観光客で賑わっている。

三川合流後の淀川流域は大阪平野が広がり、大規模な市街

地となっており、河川敷には淀川河川公園が整備され、住

民の憩いの場や球技、魚釣り、散策等に利用されている。

（写真 2-13） 

 

なお、淀川水系における特徴的な事業である琵琶湖総合開発事業が、昭和 47 年から「琵

琶湖の自然環境の保全と汚濁した水質の回復を図りつつ、その水資源の利用と関係住民の

福祉とを合わせ増進し、近畿圏の健全な発展に寄与する」ことを目的として実施された。

当該事業では、「琵琶湖の水質や恵まれた自然環境を守るための保全対策」、「淀川及び琵琶

湖周辺の洪水被害を解消するための治水対策」、「水資源の有効利用を図る利水」を３つの

柱として、40m３/s の水資源開発と併せて、湖岸堤、瀬田川浚渫、内水排除施設等の整備を

行ったほか、国・県・市町村等が実施する「地域開発事業」として、道路、下水道、自然

保護地域公有化、ゴミ処理施設、水質観測施設、農業集落排水処理施設整備等が実施され

た。琵琶湖総合開発事業は 25 年の歳月をかけ、平成 9年 3月に終結した。 

 

写真2-12  洗堰上流の水面利用 

写真 2-13 河川敷の利用（野球等）
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３．現状の課題 

３．１ 人と川との繋がり 

かつて人々は、日々の生活の中で川からの恩恵を受けるとともに頻繁に発生する洪水の

脅威にさらされる等、川と密接に関わってきた。しかし、水道完備に伴うライフスタイル

の変化や「川で遊んではいけません」という看板に代表されるような水難事故に対する過

度の予防、また、治水対策が進むことによって洪水被害が減少した反面、川に対する脅威

が薄らいだこと、併せて都市化の進展に伴う水質の悪化なども相まって、川が人々の生活

から遠ざかり、人と川とのつながりが薄らいで、川の存在は人々の意識から遠ざかってい

る。 

しかし、本来、川は地域の共有財産であり、人々に多くの恵みを与えることから、住民・

住民団体、自治体等と河川管理者が連携して、地域の特性や実情に応じた手法で、共に守

り、育てていくためのしくみづくりが求められている。 

 

３．２ 河川環境 

 淀川水系におけるこれまでの河川整備は、洪水氾濫頻度を減少させ、増大する水需要を

まかない、都市公園として河川敷の利用を促進させ、沿川の人々に安全で快適な生活環境

を提供する等、地域社会に貢献してきた。 

一方で、淀川には、かつて、舟運のために作られた水制工によって数多くのワンドが存

在し、現在は国の天然記念物となっているイタセンパラをはじめとするタナゴ類やコイ、

フナといった在来種による多様な生態系のための空間が確保され、また、広大なヨシ原に

代表される湿地性植物が河岸沿いに広がり、淀川の風景を形づくっていたが、それら生物

にとっての良好な河川環境は減退しており、魚類の自由な行き来を阻害するダムや堰等の

河川横断工作物も目立っている。その他、流域における急激な開発と社会活動の増大によ

り河川水質・底質が悪化するなど、淀川水系の河川環境は大きく変化してきた。 

これらの変化とともに、外来種の増加もあって、固有種を含む在来種の減少、湿地性植

物から陸地性植物への遷移等、長年育まれてきた生態系に変化が顕れている。 

また、ゴミ等の問題については、多くの住民・住民団体による河川清掃活動等が行われ

るなど意識の向上が見られるものの一部の河川利用者によるゴミの投棄、流域からの流入

ゴミや河川敷への不法投棄は増加しており、河川の景観を損ねている他、水質や底質に対

しても影響がある。 

 

３．２．１ 河川形状 

低水護岸や高水敷整備に伴う低水路と高水敷の段差によって、洪水時に冠水する冠水帯

が減少している。また、かつて数多く存在したワンドやたまりは、ごく限られたものだけ

が残されており、河口域全域に広がっていた干潟もほとんど、その姿を消している。さら

には、特に琵琶湖では、水田等の陸域との自由な魚の行き来が琵琶湖の水位低下変動によ

って阻害されるなどの課題がある。これらは全て、河川の横断方向（水域～河川敷・堤防

～河川区域外）の連続性が分断されていることによるものであり、また、ダム・堰等の河

川横断工作物により縦断方向（山～湖・川～海）にも不連続になっているところがある。
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写真 3.2.7-1 コンクリート護岸

いている。 

河川環境の変化とともに、オオクチバス、ブルーギル、ボタンウキクサ等の外来種の脅

威が懸念されているなか、城北地区において、平成 18 年、平成 19 年の仔稚魚調査ではイ

タセンパラの生息が確認されず、生息が危機的状況にある。（図 3.2.6-2、写真 3.2.6-1） 

琵琶湖では、4月～7月頃の魚類の産卵期における急速な水位低下が、ニゴロブナ等の産

卵・成育に支障を与えているおそれがある。 

淀川、猪名川等の都市域を流れる河川においては冠水頻度の減少により河川敷の干陸化が

進み、ヨシ等の湿地性植物が衰退するとともに、

ツル性植物や樹木の繁茂が見られる。これによ

り、河川特有の植生が減少し、付随して生物の

生息・生育環境が悪化している。特に猪名川で

は、外来種であるアレチウリの繁茂が顕著にな

っている。また、木津川においても、出水頻度

の減少で低水路部が固定化されたことにより、

河床の低下と相まって、砂州に植生の繁茂が見

られ、木津川独特の砂州環境が減少している。

（写真 3.2.6-2） 

 河川工事の施工、土砂の仮置き、工事用道路の設置やそれらの工事に伴う濁水の発生等

が生物の生息・生育環境に少なからず影響を与えている。 

 

３．２．７ 景観 

河川は多様な自然景観を持ち、また都市における貴

重な親水空間でもあるが、場所によって、コンクリー

ト護岸・橋梁・河川敷利用施設等の人工構造物が、周

辺の景観と調和していないところがある。（写真

3.2.7-1）特に、河岸部のコンクリート護岸が連続して

いることは、生物の生息・生育環境のみならず、眺望

という点からも大きな課題である。また、近年で

は河道内の干陸化により陸性植物が繁茂し、レキ

河原等河川本来の景観が損なわれている。瀬田川

では、瀬田川水辺協議会の「提言『瀬田川のある

べき姿』」において、「河川構造物等が周辺環境に

調和していない、法面に自生した木々が繁茂し対

岸からの眺望に課題がある、所々水辺に植栽がみ

られないところがある水面利用のための係留施設

や、不法係留船、使われなくなった船舶が存在す

ることにより景観を妨げている。」といった指摘を受けている。（写真 3.2.7-2） 

河川区域内への不法工作物の設置や不法投棄されたゴミ等が河川景観を損ねている。 

また、ダム貯水位の変化によりダム貯水池の斜面において裸地が存在する場所が見られ

写真 3.2.7-2 瀬田川における係留施設の設置
状況（右岸瀬田川 73.1km 付近）

写真 3.2.6-2 アレチウリ等外来植物繁茂の状況 
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木津川下流部では、高い堤防によって地域が守られているが、その一方で堤防が高いゆ

えに洪水時に堤内からの自然排水が困難となり、内水による浸水被害が生じやすい地区が

ある。 

さらに、これまでに整備されてきた堤防は、材料として吟味されているとは限らない土

砂を用いて逐次強化を重ねてきた歴史の産物であり、その構造は被災経験などに基づいて

定められてきたもので、現在行われているように工学的見地に基づき設計されているもの

とは異なる。また、時代によって築堤材料や施工方法が異なり、過去の被災原因を解明す

ることも困難であり、現在の堤防は必ずしも防災構造物としての安全性について十分な信

頼性を有しているとはいえない。(写真 3.3.1-9、図 3.3.1-3) 

このように築かれてきた堤防は、淀川本川の下流部などでは 10m の高さにも達しており、

その直近にまで多くの建物が建てられ、資産が集中している。堤防の決壊による被害ポテ

ンシャルは現在においても増大し続けており、ひとたび堤防が決壊すれば、人命が失われ、

建物等が破壊され、ライフラインが途絶する

等、大きなダメージを受けることとなる。 

現状の堤防は、現在の流域の状態及び治水

施設でシミュレーションを行うと、昭和 28 年

台風13号と同規模の降雨である流域平均2日

雨量約 250mm の洪水に対してでさえ、堤防の

決壊の危険性がある。 

 

 

 

 

 

写真 3.3.1-9 木津川の堤防の状況 

図 3.3.1-3 淀川堤防の変遷 
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に備えておく必要がある。 

３．３．３ 地震・津波 

平成 7 年兵庫県南部地震によって淀川下流部の堤防が破壊されたことを受けて堤防の耐

震対策が実施されてきた。 

淀川大堰、毛馬排水機場の重要構造物については、耐震点検を実施の上、対策を行って

いるが、その他の河川管理施設の多くについては耐震点検が実施されておらず安全性がま

だ確認されていない。 

平成 7 年兵庫県南部地震時には、建物の崩壊等により陸上交通が混乱し、負傷者の輸送

や復旧作業のための資材輸送等に支障を生じたことから、震災時の緊急輸送等を目的とし

て河川管理用の船着場の整備とあわせて、河川敷内に緊急用河川敷道路を整備してきたが、

伝法大橋（国道 43 号）から木津川大橋（国道 1号）までの区間で連続的に通行できない区

間（約 11km）がある。(写真 3.3.3-1) 

近い将来発生が予想される南海地震発生時には、淀川河口まで約 2 時間で津波が到達す

ると推定されており、推定津波高は下流部の堤防高さには及ばないが、水面や河川敷の利

用者の迅速かつ確実な避難が必要である。しかし、沿川住民や利用者への情報伝達システ

ムが整備途上なこともあり、情報の提供が十分でない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3.3.3-1 酉島地区災害復旧工事状況 
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住民の生活環境保全を目的とした「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」

（平成 14 年滋賀県条例第 52 号）を制定し、その規定の中で従来型の 2 サイクルエンジン

の動力船を平成 18 年 4 月から使用禁止としている。また、航行規制については、前掲条例

により、騒音防止の観点から航行規制水域が指定され、「滋賀県琵琶湖等水上安全条例」（昭

和 30 年滋賀県条例第 55 号）等による航行規制と併せて、湖面の適正な利用に努めている。

さらに平成 18 年 7 月から「滋賀県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例」が

施行され、琵琶湖の河川管理者である滋賀県、プレジャーボートの所有者及び事業者等の

責務を明らかにするとともに、係留保管場所確保の義務付けや、係留保管場所以外の公共

水域等における係留保管を禁止することなどを定め、係留保管に関する秩序の確立を図る

こととしているが遵守されていない。 

カヌーや手漕ぎボート等による水面利用では、水辺へのアプローチが困難なことや堰等

の横断構造物が航行の支障となっている等、円滑な利用に支障が出ている。 

 

３．５．２ 河川敷 

(1)利用 

 河川空間は、堤防、水面、河川敷及びその間に挟まれた水陸移行帯等により構成されて

いる。淀川では、広範囲にわたって造成された河川敷において社会的要請に応え、公園、

グラウンド等の施設整備が進められてきた。 

この結果、淀川本川、宇治川、桂川及び木津川下流では、約 480ha（河川敷の約 24%）が

公園、グラウンド、ゴルフ場等として整備され、このうち淀川河川公園では、年間約 500

万人が利用するなど、市民に憩いの場を提供しており、近年では身近な自然空間としても

河川敷を利用したいとの強い要望がある。 

また、猪名川においては約 33ha（河川敷の約 66%）が公園やグラウンド等として整備さ

れ、同様に多くの住民に利用されており、新たな占用要望もある。 

野洲川においては、約 45ha（河川敷の約 25%）が地域に密着した河川公園として整備さ

れ、住民に利用されているが、自治体や住民からは、さらに身近な自然空間である河川敷

を公園として利用したいとの強い要望が多く出されている。 

その他にも河川敷は、地域防災計画の広域避難場所として位置づけられている箇所もあ

る。 

一方、これら公園、グラウンド、堤防（占用）道路等の人工的に整備された施設は、河

川における生物の生息・生育環境や人と川とのつながり、街と川とのつながりを分断し、

また、本来の川の姿である瀬や淵、水陸移行帯及び変化に富んだ河原等の空間そのものを

失わせることとなっている地区もあり、河川本来の特性を活かした利用形態への見直しが

求められている。 

また、近年、水と緑の貴重な空間として河川空間が注目され、年々利用者が増加してい

る中で、河川利用者の安全性の向上を図るとともにバリアフリー化を含めた施設の改善や

通路の確保が必要である。また、歩行者等の移動が円滑に行えない地区があり、その改善

が望まれている。 

そもそも、河川敷は公共空間であるとともに、生物にとっても貴重な生息・生育環境と
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なっており、多様な生物と共存しながら、誰もが自由に楽しめ、憩える場として、健全で

秩序ある利用の促進が望まれる。 

 

(2)違法行為の存在 

 堤防の川側の民有地での耕作や占用許可を受けた耕作など様々な耕作地が錯綜する中、

違法な耕作も行われている。また、従来からの継続的な違法工作物が存在している。さら

に、自由使用で使われている河川敷の一部には野球等に使用する物置等が設置されており、

大部分は是正したものの、ネットフェンス等の一部が残されたままの状況になっている。

また、一部の利用者によりグラウンドとして排他的利用が行われている。 

(3)迷惑行為の増大 

 一般利用者及び住民にとって迷惑（騒音、危険行為等）となる場所において、ゴルフ、

モトクロス及びラジコン等の行為が増加し苦情も多く発生している。このため、所轄の関

係機関等と連携し、啓発活動を行っている。また、淀川本川においては、野犬に関する苦

情が多く寄せられている。 

 

(4)ホームレス 

 淀川においては、ホームレス実態調査を継続し、関係機関と連携して自立を促している

が、近年ホームレスの人数に、大きな変動がみられない。 

 

３．５．３ 舟運 

淀川は古来より舟運が盛んで、大阪と京都を結ぶ

文化の路として利用されてきた。明治初期に舟運の

ための航路の整備と維持を目的として設置された

水制群の名残がワンドであり、淀川独特の河川環境

と景観を形成している。（写真 3.5.3-1） 

京都と大阪を結ぶ交通の大動脈であった淀川の

舟運が幕を閉じて以来約 50 年間、舟運は伏見・観

月橋周辺での観光や淀川下流部における砂利採取

船等の航行に止まっている。 

しかし、近年市民の河川に対する関心の増加、自

治体における川に向いたまちづくりや川と街の連

続性修復、水辺の賑わい創出等の観点から舟運の復

活を要望する声が出ており、また、平成 7年兵庫県

南部地震をふまえ緊急時の物資輸送として舟運が見直され、広域的な利用が期待されてい

る。 

このような中、枚方と大阪を結ぶ観光を目的とした舟運イベントの取り組みが、平成 13

年から自治体と民間との連携により試行されており、また、三川合流地域では舟運等を活

かした集客・交流の可能性を調査するため、淀川三川交流イベントとして社会実験を行う

などの動きがみられるものの、舟運の復活への本格的な取り組みには繋がっていない。 

写真3.5.3-1 枚方大橋付近を航行する
外輪船（枚方大橋から芥川を望む 昭和8
年） 
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組みに加え、「川に関心を持ってもらう」、「川に触れてもらう」、「川をともに考える」をキ

ーワードに、「住民参加推進プログラム」を作成し、実践していく。 

 

(3)自治体、他省庁との連携 

河川整備計画の実施にあたっては、琵琶湖・淀川流域水質管理協議会(仮称)や 総合流域

防災協議会等において、自治体や他省庁等と相互に連携した総合的な取り組みを検討する。

あわせて、自治体や他省庁等と相互に連携した総合的な取り組みを検討し、連携の進捗状

況や連携を進めるにあたり生じた課題等は流域委員会に報告するとともに、一般にも広く

公表する。 

さらに、上下流の利害等の調整を円滑に図るために、河川管理者（国・自治体）が議論

を高めていく。 

また、「琵琶湖・淀川流域圏の再生協議会」において関係省庁、関係府県市が連携し「琵

琶湖・淀川流域圏の再生」を推進する。 

 

４．２ 河川環境 

これまでの流域における社会活動、河川の整備や利用が淀川水系や我々自身の生活環境

に与えてきた影響を真摯に受け止め、淀川水系における今後の河川整備は、水辺にワンド

やたまりが数多く存在し、水位の変動によって冠水・攪乱される区域が広範囲に存在し、

変化に富んだ地形と固有種を含む多様な生態系が残されていた頃の河川環境を目標（念

頭・目指すもの）とし、「『川が川をつくる』のを手伝う」という考え方のもとに、ダイナ

ミズムの再生、徹底した連続性の確保、コンクリートが見えない河岸、水循環の健全化な

どを目指す。 

また、都市域を流れる淀川の特性に照らして、人々が身近な自然を体現できる河川空間

の創出を図っていく。それらの施策の実施にあたって次のような進め方をする。 

 

(1)モニタリングの実施・公表 

河川整備にあたって、事業実施前後にモニタリングを実施し、生物の生息・生育環境に

関する評価を行い、数多くの知見を集積してより良い河川環境の創出につなげていく。 

1)これまで実施してきた「多自然型川づくり」の評価の実施。 

2)河川環境のモニタリングの実施 

事業実施前のモニタリングを基に、予測・評価を行った上で事業を実施する。また、

事業中及び事業実施後にもモニタリングを行い、実施箇所の変化についての原因や 

現象を分析した上で、既整備実施箇所の改善及び新たな箇所の整備実施の為の基礎資

料とし、それら調査の実施方法、分析・評価結果を公表する。 

また、調査にあたっては、住民・住民団体と連携すること等も視野に入れて実施す

る。 

 

(2)関係機関との連携等 

  河川環境の保全・再生にあたっては、各地域毎に設置する「淀川環境委員会」・「琵琶
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猪名川 大井井堰､三ヶ井堰､高木井堰､ 

久代北台井堰､上津島床固､池田床固 

（写真 4.2-13） 

 

 

 

 

 

(3)本川と支川合流部等との連続性の確保と修復 

本川と支川との合流部等において、関係機関と連携して、魚類等の遡上・降下に配慮し

た構造を決定し早期に改善を図る。なお、以下に示す箇所の他、全ての支川合流部や水門

設置箇所において調査を行った上で改善計画を作成し、小規模な改良で改善が見込める箇

所は早期に実施する。 

  瀬田川 流入支川合流部 

  猪名川 空港川合流部 

  猪名川 余野川合流部 

 

(4)既設ダム 

既設ダムにおいて、魚類等の遡上・降下について、実現可能な方策を検討する。 

 

(5)府県等が管理する区間の構造物 

水系一貫の観点から、魚類等の遡上・降下に大きな影響を与えていると想定される府県

等が管理する区間の堰等の構造物についても当該河川管理者と調整する。 

 

(6)水域と陸域との連続性の確保と修復 

琵琶湖と水田等の陸域との連続性を回復するため、琵琶湖と接続している河川・内湖や

水路について、形状の改善を住民団体、農業、漁業の関係者、滋賀県、水資源機構等の関

係機関と連携・調整を図り、調査及び試験施工を実施する。なお、他河川等においても水

田等の陸域との連続性について点検し改善計画を作成する。 

 

４．２．２ 水位 

河川及び琵琶湖における生物の生息・生育環境を保全・再生するため、治水への影響や

水需要の抑制をふまえた利水への影響を考慮した上で、河川の水位変動や攪乱の増大を図

ることや、琵琶湖の急速な水位低下の抑制などできるだけ水位を保持するため、淀川大堰

や瀬田川洗堰等の運用を検討するとともに、新たな施設による容量確保を調査・検討する。 

堰の水位操作の見直しに際しては、生物及び生物の生息・生育環境の調査を実施し、問

題点等実態を把握の上、試験操作を行いながら、モニタリング及び評価を実施する。 

 

写真4.2-13久代北台井堰（猪名川） 
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(1)水位低下の抑制に向けた水位操作 

①淀川大堰において、春季から夏季の平常時に、湛水域ワンドの水質改善及び生物の生息・

生育環境に配慮するため、取水施設を改良することにより、平常時の水位を現在の概ね

OP+3.0m から、淀川大堰設置以前の水位である OP+2.5m 程度に低くし、自然の水位変動

に近づけるべく、出水時の変動に応じた水位操作を試行し、操作方法を確立する。 

②瀬田川洗堰において、洪水期間における琵琶湖沿岸域の治水リスクを増大させない範囲

で、自然の水位変動リズムをふまえた水位操作を試行することにより、生物の生息・生

育環境にも配慮した治水・利水・環境の調和のとれた操作方法の確立を目指す。 

③琵琶湖における急速な水位低下と水位低下の長期化を抑制する方策を検討する。 

1)瀬田川洗堰による水位操作（他ダムとの統合運用を含める）  

2)関係者と連携した水需要の抑制 

3)琵琶湖からの放流量を補う琵琶湖への流入水量の確保 

姉川・高時川 丹生ダム  

4)淀川大堰下流、大川（旧淀川）、神崎川、寝屋川の導水量 

 

４．２．３水量 

水位変動や攪乱の増大を図るために、治水・利水への影響を考慮した上で、できるだけ

自然流況に近い流量が流れるようダム・堰等の運用の検討を行う。なお、検討する際には、

河川の攪乱機能の復元に向けた試験操作において、モニタリング及び評価を行う。 

特に、淀川大堰下流や琵琶湖に流入する河川等において、水量が生物の生息・生育環境

の保全・再生にとって重要な要因となっていることから、各河川特性に応じ、周辺の地下

水や伏流水への影響を含めた河川環境上必要な水量を検討する。 

瀬田川洗堰・天ヶ瀬ダムの下流においては、増水の後に急激な水位低下が生じないよう

な運用操作を実施する。 

 

(1)流水の正常な機能を維持するため必要な流量の確保 

淀川における流水の正常な機能を維持するため必要な流量（以下、「正常流量」という。）

は、淀川本川の高浜地点から下流の水利に必要な流量と旧淀川等への維持流量から成り立

っている。 

日常の河川管理においては、取水量が日々変動するため淀川大堰の堪水域で水位観測を

行い、その変動に応じて上流の琵琶湖及びダムから必要な水量を補給する。 

また、猪名川の正常流量は確保されていない状況にあるが、一庫ダムにより効率的な水

の補給を図るとともに、「猪名川渇水調整委員会」等において水利用の合理化に努める。 

 

○淀川「高浜地点」 

 正常流量    概ね 180m3/s（かんがい期） 

         概ね 170m3/s（非かんがい期） 

 平均渇水流量  約 120m3/s（昭和 51 年から平成 16 年の 29 年間のうち 5ヶ年欠測） 
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 ○猪名川「小戸地点」 

  正常流量    概ね 1.4m3/s（通年） 

  平均渇水流量  概ね 1.04m3/（昭和 60 年から平成 16 年の 19 年間のうち 1ヶ年欠測） 

  

 (2)適切な水量の検討 

1)治水や利水への影響を考慮した上で、水位変動や攪乱の増大を図るために有効な操作方

式や放流量等を検討し、試験操作をふまえてダム・堰の適切な運用を検討する。 

①淀川大堰下流の汽水域の生物に配慮した放流量やアユ等の遡上を促す放流量及び有効

な堰の操作方式等について検討する。 

②流況の平滑化等に伴う河川環境に対する影響を改善するために、全ての既設ダムにお

いて水位変動や攪乱の増大を図る試験操作を実施し、適切な運用に向けて検討する。

（写真 4.2.3-1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)周辺の地下水や伏流水への影響を含めた河川環境上必要な水量を検討するとともに、確

保可能な水量を把握するために必要な諸調査を実施する。淀川大堰下流、大川（旧淀川）、

神崎川、寝屋川については継続して調査する。 

3)淀川本川において、逃げ遅れによる魚類のへい死を招かないよう、急激な水位低下が生

じないダム等の運用操作を実施する。 

瀬田川・宇治川 瀬田川洗堰、天ヶ瀬ダム 

木津川 青蓮寺ダム 

 

４．２．４水質 

河川やダム湖及び沿岸海域の水質及び底質の改善のためには、河川内での浄化対策だけ

では限界があり、流域から河川へ流入する汚濁負荷を減少させる対策等、流域全体での取

り組みを強力に進めなければならない。 

このため、現在の水質汚濁防止連絡協議会をさらに発展させ、自治体、関係機関、住民・

住民団体と連携して、河川の流入総負荷量管理を図る琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮

称）の設立を検討する。 

また、河川、湖及びダム貯水池における水質環境基準の達成を目標とすることにとどま

らず、生物の生息・生育環境から見て望ましく、安心して水辺で遊べ、水道水源としてよ

写真4.2.3-1撹乱機能の復元に向けた試験操作の状況 

実験開始前 実験開始後 
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り望ましいなど、河川水質の新たな目標（生物指標による目標設定を含む）を設定し、監

視地点、測定頻度や監視項目を増加させる等、平常時における監視を強化するとともに、

自治体、関係機関、住民・住民団体と連携を図り、流域をも対象としたデータの共有化を

図る。 

油やその他の化学物質の流出事故対応のため、即時的な水質監視体制の強化や住民・住

民団体による細かな水質モニタリングの支援体制を確立する他、重金属、ダイオキシン類

等の有害化学物質に関する水質及び底質モニタリングを実施し、生物の生息・生育環境に

も配慮した改善対策を検討する。 

また、琵琶湖、ダム貯水池、河川の水質及び底質の保全・再生対策についても、汚濁メ

カニズムの調査検討をふまえながら、各種の対策に継続的に取り組む。 

さらに、ダム放流水についても、下流への影響を勘案して改善対策を検討する。 

 

(1) 琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）の設立の検討 

現在の水質汚濁防止連絡協議会における主な取り組みとしては、①点源負荷の削減（工

場排水規制、下水道事業及び農業集落排水事業等の推進）、②各関係機関における水質情報

等の交換、③油やその他の化学物質の流出事故等における緊急時連絡体制の確立等がある。 

流域全体として水循環をふまえた統合的な流域水質管理システムの構築を目指すものと

して、水質汚濁防止連絡協議会の従来の委員に加え、環境省、農林水産省、厚生労働省等

の関係機関並びに水質特性に詳しい学識者や住民活動・水質等に詳しい有識者が参加した

「琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）」の設立に向けて、「琵琶湖・淀川流域圏の再

生協議会」の水環境に関する分科会の中で具体の枠組み等について引き続き検討する。 

この「琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）」に先立ち、河川管理者として実行可能

な以下の施策について実施する。 

1)住民連携のための一層の取り組み 

○データベースやリアルタイム水質データを住民が容易に見ることができるようにする

等、住民への情報提供システムの強化 

○水質学習会等 

○学校、住民・住民団体等と連携した水質調査；（写真 4.2.4-1～2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)「淀川流域の水物質循環に係る調査」の実施 

水質汚濁メカニズムを含め、流域全体での物質循環の解明が必要であることから、文部

写真 4.2.4-1 水生生物調査（淀川城北地区） 写真 4.2.4-2 水生生物調査（木津川恭仁大橋） 
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科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省と環境省の 5 省の連携で推進する「自然共

生型流域圏・都市再生」の一貫として、淀川流域の水物質循環機構を的確に把握すること

により、流域管理データベースとモデルの構築を目指し、琵琶湖・淀川流域の水環境総合

管理システムの構築を図る。 

3)水質管理体制の強化 

平常時における監視地点、監視頻度（24 時間リアルタイム化を含む）、監視項目を増加

して、監視強化を図る。 

以上の取り組みと並行し、新たに設立する琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）に

おいて、以下の項目について検討する。 

○河川の特性に応じた、わかりやすい水質目標の設定 

○関係機関等との情報共有の強化 

○住民連携強化のための一層の取り組み 

○油やその他の化学物質の流出事故の防止・対処の取り組みの強化 

○具体的なアクションプログラムの作成とフォローアップ体制の検討 

 

(2)琵琶湖の水質保全対策 

1)琵琶湖の水質調査を継続実施するとともに、水上オートバイから発生するベンゼン、ト

ルエン、キシレン等有害化学物質の調査について関係機関と連携して取り組む。 

2)琵琶湖の水質改善のために、自然の浄化能力等を生かした新たな水質浄化の取り組みや

流域全体での物質循環を含めた水質汚濁メカニズムの解明に向けて、滋賀県、水資源機

構、住民団体と連携して取り組む。 

 

(3)河川の水質保全対策 

1)河川の水質調査及び自治体と連携した地下水水質調査を継続実施する他、河川水質のみ

ならず、沿岸海域の水質をも視野に入れた総負荷量削減のため関係機関や住民との連携

を図るとともに、ダイオキシン類等の有害化学物質対策等について検討する。 

2)水を介して病原性微生物が体内に侵入し病気を引き起こす水系感染症の不安回避などの

ために流水保全水路の活用等を含め方策を継続して調査する。 

3) 淀川の汽水域、淀川大堰の湛水域において底質モニタリングを実施し、ダイオキシン類

等の有害化学物質対策や底質改善対策手法等について検討する。 

 

(4)ダム湖の水質保全対策 

ダム湖の水質保全対策については、汚濁メカニズムの調査検討をふまえながら、各種の

対策に継続的に取り組む。 

ダム湖でのアオコ・淡水赤潮による水質障害や、放流水温・水質に起因すると考えられ

る生物の生息・生育環境への影響を軽減するため、選択取水や曝気装置の新増設等による

水質保全対策を実施する。 

 なお、曝気装置などの水質保全設備が導入されているダムにおいては、その効果を調査

しながら、より効果的な運転方法の運用に向けて検討する。 
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図 4.2.4-1 循環曝気設備の概念図 写真 4.2.4-3 循環曝気設備稼働状況 

1）既設の選択取水設備の活用を継続するとともに、より効率的な操作方法等を検討する。 

布目ダム、比奈知ダム、日吉ダム、一庫ダム 

2）放流水質等が下流河川へ与える影響を調査し、新たな選択取水設備等について検討する。 

高山ダム、青蓮寺ダム、室生ダム 

3）既設の深層曝気設備を継続して活用するとともに、より効率的な運転方法等を検討する。 

布目ダム、比奈知ダム、日吉ダム、一庫ダム 

4）既設の循環曝気設備を継続して活用するとともに、より効果のある設備やより効率的な

運転方法等を検討する。 

高山ダム、布目ダム （写真 4.2.4-3、図 4.2.4-1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5）新たに深層曝気および循環曝気設備等の設置を行い貯水池内の水質の改善を図る対策を

実施する。 

室生ダム 

6）底層水における貧酸素化現象の発生が、ダム湖及び下流河川へ与える影響を調査し、必

要な対策について検討し、必要に応じて実施する。 

青蓮寺ダム 

7）ダム湖の底質モニタリングを継続実施し、必要に応じて底質改善対策等について検討す

る。 

天ヶ瀬ダム、高山ダム、青蓮寺ダム、室生ダム、布目ダム、比奈知ダム、日吉ダム、

一庫ダム 

8)既設の副ダムを、水質保全等を目的として継続して活用する。 

室生ダム、布目ダム （写真 4.2.4-4） 

 

 

 

 

 

 

 

9)ダム湖の水質調査を継続実施するとともに、ダイオキシン類等の有害物質等について調

査を実施する。 

写真 4.2.4-4 副ダム（室生ダム）
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４．２．５土砂 

土砂移動を分断しているダム等の河川横断工作物について、土砂移動の連続性を確保す

るための方策を、山地流域から沿岸海域に至るまで総合的に検討する。 

特に土砂移動の障害となっている既設ダムを対象に、下流河川環境への影響を調査した

上で下流への土砂供給を実施するなど、その障害を軽減するための方策を検討する。 

なお、土砂流出防止機能を有する森林の保全・整備の検討について、関係機関との連携

を図る。 

 

(1)土砂移動の連続性の確保の検討 

ダムの堆砂の進行に伴う貯水容量の減少によるダム機能の低下、ダムに起因する土砂供

給の遮断による下流河川の河床低下や粗粒化、および生物環境への影響が指摘されている。

（写真 4.2.5-1） 

そのため、河床材料や形状等に関する調査及び河床変動等の土砂動態のモニタリングを

実施し、その調査結果をふまえ、山地流域から沿岸海域に至るまでの総合土砂管理方策に

ついて、関係機関と連携して検討する。 

天ヶ瀬ダム、高山ダム、青蓮寺ダム、室生ダム、布目ダム、比奈知ダム、日吉ダム、

一庫ダム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)砂防施設の整備 

土砂災害防止を目的に上流域に設置される砂防施設についても、その主な目的とあわせ

検討される総合土砂管理方策の観点をふまえて整備を行う。 

 

４．２．６ 生物の生息・生育環境 

淀川水系におけるナカセコカワニナ、イタセンパラ、オオサンショウウオ等希少な生物

が生息する良好な生物の生息・生育環境を保全・再生するために、様々な取り組みについ

て関係機関とも連携しながら実施する。また、外来種の調査を継続するとともに、駆除に

ついて、関係機関や住民・住民団体と連携しながら対策を推進し、啓発活動も実施する。 

 

(1)淀川水系における良好な生物の生息・生育環境の保全・再生 

1)生息・生育環境の保全・再生を実施する。 

土砂置土整地状況 出水により置土水没

写真 4.2.5-1 布目ダム土砂還元試験状況 

出水後置土流出 
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①オオサンショウウオ（写真 4.2.6-1） 

木津川上流（人工巣穴の設置等） 

②イタセンパラ（ワンド倍増計画等） 

木津川下流 

淀川城北地区 

淀川楠葉地区 

③ナカセコカワニナ（礫河床の保全）（写真 4.2.6-2） 

宇治川、瀬田川 

2)顕著な改善傾向が見られない水質状況や外来種の増加等の課題を抱えている琵琶湖の南

湖再生を目的として、「琵琶湖・淀川流域圏の再生計画」に基づく「南湖の再生プロジェ

クト」を推進し、水質改善による生物の生息・生育環境などの回復を関係機関の連携の

もと取り組む。 

 

(2)淀川水系における生物の生息・生育環境を脅かす外来種対策の推進 

1)関係機関等と連携を行い、対策を推進する。 

○淀川 城北わんどイタセンパラ協議会 

○近畿地方イタセンパラ保護増殖事業連絡会議 

2)外来種の減少を目的とした自治体の条例制定に向けた調整や協議を実施する。 

3)外来種の減少に向けた取り組みが必要であることから、外来種の駆除方法等について検

討し、関係機関や住民・住民団体等と連携しながら外来種対策を実施する。 

 

 

４．２．７ 景観 

景観等に配慮し、コンクリート護岸の覆土や堤防の緩傾斜化を図る。また、河川管理施

設等の新設及び改築にあたっては、周辺の景観との調和に関して検討する。検討にあたっ

ては、法律や条例に基づき景観保全措置を行っている関係自治体と連携する。 

また、河川管理者以外の者が行う橋梁整備や河川敷利用施設等の許認可に際しては、そ

の事業者に対して、河川景観の観点からの助言を行う。 

河川の景観を特徴づけている樹林帯等の保全について、治水上の影響・効果を考慮しつ

つ検討する。 

写真 4.2.6-1 オオサンショウウオ 写真 4.2.6-2 ナカセコカワニナ 
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また河川景観を損ねている河道内樹木や陸生植物の繁茂の抑制を行う。 

不法工作物の計画的な是正やゴミの不法投棄の防止に努める。 

瀬田川では、瀬田川水辺協議会「提言『瀬田川のあるべき姿』」にもとづき緑の連続性に

配慮するなど周辺環境に調和した河川区域内施設や河川構造物とするよう見直しも含めた

検討を行う。 

なお、滋賀県における「ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例」や大阪府景観条例等、

景観保全施策を推進する各自治体と連携する。 

ダム貯水池裸地対策等として、ダム湖の斜面における水位変動域の裸地対策やダム周辺

における構造物等の景観対策について検討するとともに、その結果をふまえて試験施工を

実施する。 

  天ヶ瀬ダム、高山ダム、一庫ダム 

 

４．２．８ 生物の生息・生育環境に配慮した工事の施工 

工事の施工を行うにあたっては、個々の地区ごとに生物の生息・生育環境を十分考慮し

て工事の実施時期や範囲を検討するとともに、従来の工法について検証を行う。特に、水

際部の大規模な工事を実施する場合は、形状変更による環境への影響が大きいことが考え

られるため、急速に実施するのではなく工事による河道への影響を把握しながら順応的に

進める。 

護岸工事等の実施にあたっては、縦断方向及び横断

方向の河川形状、湖と河川や陸域との接続形状がなだ

らかに連続するよう施工し、特に河岸部についてはコ

ンクリートが見えないようにし、水衝部等で河岸の保

持のため護岸を施工する場合においても、生物の生

息・生育環境に配慮した工法を採用する。 

仮締切、工事用道路等の仮設工作物や施工機械、施

工時期、工事により発生する濁水等については、でき

るだけ生物の生息・生育環境への影響を少なくするよ

う配慮する。（写真 4.2.8-1） 

さらに、河川工事のための土砂の輸送手段として、船舶と緊急用河川敷道路の活用、土

砂仮置場の河川敷以外での確保、河川敷内の工事資材等の仮置き箇所・面積の縮小等を図

る。 

(1)魚類等の遡上・降下時期や産卵・成育期、鳥類や昆虫等の繁殖期、植物の結実期等に配

慮する。 

(2)現況の植生を考慮して必要最小限の道路幅、ルートとなる工事用道路を設置する。 

(3)工事中の振動や騒音等を最小限に抑える施工機械を使用する。 

(4)工事資材等の仮置場所は必要最低限にし、現況の植生に考慮する。 

 

写真 4.2.8-1 工事中の濁水対策の事例 

（汚濁防止フェンスの設置） 



  47

４．３ 治水・防災 

 洪水や高潮、地震による災害の発生の防止又は軽減に関しては、河川整備基本方針で定

めた長期的な視点に立った目標を目指して取り組むこととするが、河川整備計画の対象期

間内でそのすべてを実施することはできない。このため、整備途上の段階で施設能力以上

の洪水や高潮が発生した場合でも被害をできるだけ小さくすることができるよう、1)自分

で守る(情報伝達、避難体制整備）、2)みんなで守る(水防活動、河川管理施設運用)、3)地

域で守る(まちづくり、地域整備)ことを念頭に危機管理体制の構築を図る。 

また、現在の堤防は施設能力以下の洪水に対しても決壊するおそれがあることから、堤

防補強に優先的に取り組む。 

これらとともに、本支川、上下流間のバランスを確保しつつ、流域全体として安全度の

向上が図られるよう、適切に治水対策を講じる。 

なお、整備に際しては河川環境の保全・再生の観点をふまえて行う。 

 

４．３．１危機管理体制の構築 

河川管理者と自治体及び住民・住民団体等で構成される「水害に強い地域づくり協議会」

を設置し、関係者の連携のもと、超過洪水も意識した上で、1)自分で守る（情報伝達、避

難体制整備）、2)みんなで守る（水防活動、河川管理施設運用）、3)地域で守る（街づくり、

地域整備）について検討・実施する。 

（1)自分で守る（情報伝達、避難体制整備） 

住民一人一人が災害への備えを行うことが、被害の回避・軽減のためには必要である。

そのためには、日頃より防災意識を高め、いざという時に的確な行動がとれるよう、意識

の啓発を行う。特に他地域からの転入者や水害の経験が無い住民、子どもたち等の防災意

識を高め、自己防衛の知恵と工夫を養うことが大切である。人命被害を防ぐためには、住

民が河川の状況に関する情報を的確に把握して、避難の必要があれば迅速に、適正な場所

へ避難することが重要である。また、地下街への浸水防止や電気等のライフラインに支障

を生じさせないためには、それぞれの管理者に対する的確な情報提供が必要である。この

ため、住民、自治体、関係機関への河川情報の提供システムの強化を図る。 

また、自治体においては避難場所や避難経路等をわかりやすく表示したハザードマップ

を住民に配布、周知しておくことや、災害時要援護者（高齢者、在宅要援護高齢者、障害

者、外国人等）にも配慮した迅速かつ適切な避難誘導体制を整備しておくことが必要であ

り、河川管理者としてハザードマップの作成・普及・住民の啓発等について自治体を支援

する。 

さらに、関係機関と協働で住民参加型の避難訓練、情報伝達訓練等を実施する。(図

4.3.1-1)  
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供するとともに、住民やマスメディアから河川状況や浸水情報を収集する。 

その他、水防活動の際、現場でも迅速な判断ができるよう量水標などの簡易な情報入手

手段の整備を行う。 

地下空間の浸水は、人命に関わる深刻な被害につながる可能性が高いことから、避難行

動に必要な時間を確保するため、特に迅速かつ確実に情報を伝達することが必要である。 

このため、地下空間の利用者及び管理者への情報伝達体制の整備を行う。 

自治体による地下空間管理者への情報伝達が、地域防災計画に定められ適切に実施され

るよう、市町村防災会議等において必要な助言を行う。 

③浸水実績表示 

近年に発生した洪水のうちで、浸水実績水位

及び発生原因について、看板等によりわかりや

すく表示する。(写真 4.3.1-2) 

④浸水想定表示 

現在公表されている「浸水想定区域図」をも

とに、浸水想定区域や想定浸水深を表示した看

板等によりわかりやすく表示するとともに、浸

水想定区域に対する予測精度の向上を図る。未

公表河川については、すみやかに浸水想定区域

の指定･公表を行う。 

⑤避難誘導等体制の整備    

○ハザードマップ 

浸水想定区域に応じて避難場所や避難経路をわかりやすく示したハザードマップの作

成・周知について支援し、補助金制度が活用出来る平成 21 年度末までに浸水想定区域内

全自治体の作成完了を目指す。 

○地下空間における避難路の明示並びに誘導施設整備の拡充することにより、迅速な避難

誘導、安全確保を行えるよう自治体、地下空間管理者を支援する。 

○災害時要援護者にも配慮した避難勧告・指示の発令基準の明確化及び周知体制を整備す

ることで、迅速な避難行動ができるよう自治体を支援する。 

⑥避難訓練等 

避難が円滑に行えるよう、河川管理者、自治体と住民・住民団体との共同の避難訓練を

実施する。また、自治体、マスメディアとの連携を強化するため、情報伝達訓練を共同で

実施する。 

⑦情報伝達体制等の基盤整備   

情報伝達の迅速化や大容量化に対応するため、光ファイバー網の整備を行い自治体、水

防団並びにマスメディアと情報の共有化を図る。 

 

（2)みんなで守る（水防活動、河川管理施設運用） 

水防団との連携を一層強化するとともに、水防団員の高齢化等の課題をふまえた支援方

策を検討する。 

写真 4.3.1-2 浸水実績水位の表示例 
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②宇治川 

安全度が特に低く被災履歴のある箇所から優先的に対策を実施し、概ね 10 年以内に全

区間の対策を完了させる。 

③瀬田川 

概ね 10 年以内に全区間の対策を完了させる。 

④野洲川 

安全度が特に低く被災履歴のある箇所から優先的に対策を実施し、全区間の対策を完

了させる。 

⑤桂川 

順次対策を実施し、全区間の対策を完了させる。 

⑥木津川 

安全度が特に低く被災履歴のある箇所から優先的に対策を実施する。 

ただし、下記のア）イ）の条件を満たす箇所を緊急堤防補強区間として概ね 10 年以内

に完了させる。その後、順次対策を実施し、全区間の対策を完了させる。 

ア）戦後最大洪水である、昭和 28 年 13 号台風等と同量の雨量が降った場合に想定さ

れる河川の水位及び継続時間、流速から判断して堤防の決壊の危険性がある区間。 

イ）堤防が決壊した時の背後地への被害影響の観点から、堤防が高いこと及び堤防に

隣接して人家等が密集している区間。 

 

⑦猪名川 

順次対策を実施し、全区間の対策を完了させる。 

 

  













４．３．３ 上下流、本支川バランスに基づく治水対策 

(1)上下流バランスの考え方 

下流で発生する洪水は、上流から流下してくる洪水により生じるものである。 

仮に上流で河川整備が行われていない状態においても下流に到達する洪水に対しては、

下流で適切に対策を講じる必要がある。このような状態において、上流で流下能力の向

上を図るために築堤や河道掘削を行った場合、本来氾濫していた水を集め下流に誘導す

ることで下流に人為的な流量増を生じさせることとなり、下流の堤防決壊リスクが増大

する。 

このことをふまえ、上下流バランスの基本命題を以下のとおり定めることとし、上中

下流間の具体的な基準について、それぞれの特性に応じ、この基本命題に照らして設定

する。 

 上流 る

堤防

 

①淀川本

淀川

じるも

下、「

で流下

本川で

ランス

  

 

②狭窄部

仮に

が狭窄

るため

この

増を可

のバラ

○ 整備

計画

 

○ 整

行

量

 

る

に

で

 

 

 

 

 

 

 
注）自
の築堤や掘削等の河川改修に伴う下流有堤区間における人為的な流量増によ
の決壊は極力回避する。 

川と中上流の間における上下流バランス 

本川における洪水は、中上流の洪水が人為的に集められて流下してきた結果生

のである。現状において、淀川水系河川整備基本方針で対象としている規模（以

計画規模」という。）の洪水が発生したとしても、淀川本川では計画高水位以下

する。中上流部で築堤や掘削等を行わない限り、計画規模の洪水に対して淀川

計画高水位を超えることはないことから、淀川本川と中上流との間の上下流バ

を確保する基準として以下のとおり設定する。 

59

の上下流における上下流バランス 

狭窄部の上流で河川改修が行われていなかった場合でも、上流で氾濫した洪水

部入口に集まり、いったん狭窄部に流入すると氾濫することなく下流に流下す

、狭窄部下流区間で計画高水位を上回る事態は発生し得る。 

ように、狭窄部上流における流量増は直接的に下流に影響することから、流量

能な限り抑制することが第一義的に重要である。以上を踏まえ、狭窄部上下流

ンスを確保する基準として以下のとおり設定する。 

のあらゆる段階において、計画規模以下の洪水に対しては、淀川本川の水位が

高水位を超過しないよう水系全体の整備を進める。 

備目標とする洪水が生起した場合における、狭窄部及びその上流で必要な対策を

った後の狭窄部への流入量が、河川整備に着手する以前の自然状態のときの流入

。 

注）を上回ることのないよう上流の洪水調節施設を整備する。これが困難な場合

は、可能な限り上流で洪水調節施設を整備することにより流量増を抑制した上

、流下する流量に対しては計画高水位以下で流せるよう中流部の河道等を整備す

然状態とは、現在の河道整備状況でダム・遊水地等の洪水調節施設が整備されていない状態。



③猪名川と神崎川との間における上下流バランス 

猪名川と神崎川との間については、猪名川右岸と合流点下流の神崎川右岸とは氾濫

区域が同一である一連区間として捉えることが適切であり、また猪名川合流点より下

流の神崎川の水位は、神崎川本川からの流出量の影響も大きい。このため、猪名川と

神崎川との間における上下流バランス確保の基準については、以下のとおり設定する。 

○ 神崎川において整備目標とする洪水については、猪名川で整備目標とする対策を行

った後においても、猪名川合流点より下流の神崎川の水位を計画高水位以下とす

る。 

 

(2)整備目標 

過去に流域で経験したことのある洪水に対して被害を生じさせないことを目標として、

上下流、本支川間のバランスを図りつつ対策を実施する。一部の地域の犠牲を前提とし

てその他の地域の安全が確保されるものではなく、流域全体の安全度の向上を図ること

が必要であるとの認識に立って、淀川本川及びその上流の各支川については、戦後最大

の洪水であり、流域全体に大きな被害をもたらした昭和28年台風13号洪水を対象とし、

猪名川については、戦後最大洪水である昭和 35 年台風 16 号洪水を対象とする。また、

琵琶湖については、下流において被害が生じるおそれがある場合に洪水を貯留して下流

を守っている状況に鑑み、下流において被害のおそれがなくなった洪水時後期に速やか

に琵琶湖の水位を低下させて琵琶湖沿岸部の被害を軽減するため、後期放流対策を行う。 

 

(3)具体的な整備内容 

1)桂川 

亀岡地区については、戦後最大洪水である昭和 28 年台風 13 号洪水が生起した場合、

霞堤部から堤内地に洪水が進入する。京都府では、霞堤を存置しつつ河道の流下能力を

向上させる暫定河道改修計画を作成しており、この河道が完成すれば戦後最大洪水を安

全に流下させることができる。 

保津峡の部分的な開削については、今後の水系全体の河川整備の進捗を考慮して、関

係機関と連携し、その実施時期を検討する。 

嵐山地区については、戦後最大洪水に対応した整備を実施する。その際、嵐山地区は

優れた景観が形成されていることから、学識経験者の助言を得て、景観、自然環境の保

全、親水性の観点を重視して検討する。 

大下津地区については、継続して引堤を実施する。また、大下津地区並びにその上流

区間において、戦後最大洪水を安全に流下させる河道掘削を実施する。 

 

2)木津川 

狭窄部上流の上野地区において、戦後最大洪水である昭和 28 年台風 13 号洪水が再来

した場合に洪水を安全に流下させるために、継続して上野遊水地を実施し完成させると

ともに、木津川、服部川及び柘植川の河道掘削を実施する。 
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(5)土砂対策 

洪水の流下を阻害する河床上昇防止やダム貯水池に流入する土砂の抑制、かつ集中豪

雨に起因して発生する土石流等の直接的な土砂災害から地域を保全するため、砂防堰堤

および山腹工の整備を継続して実施する。また、森林の保全・整備について地域の森林

組合等の関係機関との連携を図る。また、流域の土砂収支のバランスを図るため、土砂

移動のモニタリングを実施し、その結果を踏まえた対策を行う。 

1) 瀬田川 砂防堰堤および山腹工の整備 

2) 木津川 砂防堰堤および山腹工の整備 

 

(6)既設ダムの運用検討 

既設ダムの容量を最大限に活用するため、既設ダムの再編、運用の変更、放流設備の

増強等による治水・利水機能向上について検討する。 

瀬田川洗堰、高山ダム、青蓮寺ダム、室生ダム、布目ダム、比奈知ダム、日吉ダム、 

 一庫ダム 

 

４．３．３ 高潮対策 

(1)橋梁対策 

高潮対策のため陸閘が設置されている橋梁の嵩上げは、早期に実施することが望まし

い。事業中の阪神電鉄西大阪線橋梁の改築事業について、関係機関と調整を図りながら

完成させる。その際、事業を進めるにあたっては街づくりとの共同化について検討する。 

その後、他の同様の橋梁（淀川大橋、伝法大橋）の改築について順次関係機関と調整

を図りながら検討する。 

(2)陸閘操作 

高潮時における陸閘操作にあたっては、引き続き、関係機関との協議及び調整の迅速

化を図り、閉鎖している時間の短縮化を検討する。 

○淀川大橋、伝法大橋、阪神電鉄西大阪線橋梁 

 

４．３．４ 地震・津波対策 

(1)地震対策 

1)河川管理施設の耐震対策 

淀川大堰は、耐震対策を継続実施する。 

上記以外の河川管理施設は、耐震点検を実施の上、対策を検討する。 

また、許可工作物についても耐震点検及び対策を実施するよう申請者に対して助言を行う。 

2)地震等総合的防災対策 

河川管理施設被災時の早期復旧や緊急物資輸送等の手段として緊急用河川敷道路及び船

着場・停泊池の整備を行ってきたが、未整備の箇所については早期に完成させる。なお、

閘門、船着き場は平常時には土砂等の輸送に活用する。 
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仕方などを示した津波ハザードマップの作成･公表を支援する。 

○住民への津波に関する広報･学習を実施する。 

○津波情報が発表された場合における河川利用者への呼びかけのための施設整備を完成

させる。 

2)淀川大堰の津波対策 

○淀川大堰の津波対策を完成させる。 

3)陸閘・水門操作の迅速化 

ア）陸閘操作 

陸閘により津波の進入を防止するためには、ゲートの閉鎖により、交通を遮断する必要

があり、迅速な対応が求められるため、機械設備の改造を行い、操作時間の短縮を図った。

引き続き、関係機関との協議及び調整の迅速化を図り、閉鎖している時間の短縮化を検討

する。 

○淀川大橋、伝法大橋、阪神電鉄西大阪線橋梁 

 

 イ）水門操作 

操作を安全かつ迅速に行うために、関係機関との協議・調整の迅速化、緊急時の遠隔操

作に向けた集中管理センターの活用など体制整備を実施するとともに、機械設備の改造に

ついて検討する。 

○伝法水門、西島水門 
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3)水利権の見直しと用途間転用 

水利権の見直しにあたっては、現行の水利用の実態や渇水に対する安全度（利水安全度）

をふまえるとともに、水環境維持・改善のための新たな水需要を含め、用途間転用等の水

利用の合理化に努める。 

○利水者間の用途間転用を行うにあたっては、少雨化傾向等による現状の利水安全度評価

や河川環境をふまえて行われるよう関係機関と調整する。 

○農業用水の慣行水利権について、水利用実態把握に努めるとともに、取水施設の改築、

土地改良事業、治水事業の実施等の機会をとらまえ、許可水利化を促進する。 

なお、農業用水の水利権見直しにあたっては、地域全体の水環境に配慮するとともに、

事業者に対して農業用排水路施設と河川との連続性の確保を促す。 

(2)施設の運用 

1)既存水資源開発施設の再編と運用の見直し 

取水実態や治水上の必要性、河川環境への影響、近年の少雨化傾向等をふまえて、既存

水資源開発施設の再編と運用の見直しを行い、水資源の有効活用を図る。 

・既設ダム等の再編・効率的運用による渇水対策を検討及び実施する。 

・取水実態をより的確に把握した上で、ダムによる効率的な補給について検討、実施す

る。 

・既設ダム等の効率的な運用操作、さらには、ダム間の連携による効率的な補給を検討

する。 

2)川のダイナミズムの回復 

水管理の運用について、効率性だけを求めるのではなく、川のダイナミズムの回復を意

識した水管理に努める。 

治水や利水への影響を考慮した上で、水位変動や攪乱の増大を図るために有効な操作方

式や放流量等を検討し、試験操作による効果を確認しつつ、ダム・堰の適正な運用を検討

する。 

 

(3)渇水への対応 

1) 近年の少雨化傾向に伴う利水安全度の低下をふまえ、渇水時の被害を最小限に抑える

対策として、平常時からの情報交換などによる取水調整の円滑化を図る。 

渇水調整において、現状では実績取水量に応じた取水制限を実施しているが、各利水

者間の安定供給確保への取り組みや日頃からの節水に対する努力に応じた取水制限の考

え方を検討し、利水者の意向を確認しつつ渇水調整方法の見直しの提案を行う。 

○利水者会議の常設と水需要抑制 

従来、渇水時には取水制限等の渇水調整を行うための渇水対策会議を開催してきたが、

さらに平常時から常に水利用実態を把握し効率的な利水運用を図るとともに、水需要抑

制策も含め、総合的に検討するための組織への改編に向け関係者間で調整する。 

利水者、自治体、関係省庁（厚生労働省、農林水産省、経済産業省）、河川管理者の連

携のもとに、渇水対策の他、平常時からの水利用に関する情報交換・水需要抑制につい
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４．５ 利用 

 淀川は都市域を流れているという地域特性をふまえ、地域住民の方々に河川への関心を

高めるために、都市域のコミュニティ空間として、身近な自然を楽しめ、川と街の一体感

が体現できるような河川整備を行う。 

そのために、環境教育を推進する場という観点等も含めて「川でなければできない利用、

川に活かされた利用」を基本とするが、河川を環境保全のために人が利用できない空間と

することではなく、「川らしい利用」が促進されるようにする。 

また、河川が公共空間であることに鑑み、自由使用・自己責任の原則のもと、必要最小

限の利用の規制を行うこととし、併せて利用者の理解を得ながら「河川環境を損なう利用

の是正」を図る。 

なお、利用促進のための整備にあたっては、利用者の安全に配慮し、ユニバーサルデザ

イン化に努めるとともに、琵琶湖・淀川流域圏の水辺を船やウォーキング等でゆったりと

周遊できるネットワークの構築を図る。 

 

４．５．１ 水面 

水上オートバイやプレジャーボート等の使用により水面利用が多様化している箇所につ

いては、「水面利用調整協議会」等の組織を活用して、船舶等が守るべき通航方法を定め、

その適用区域を指定することで、秩序ある水面利用を図る。 

また、河川に生息・生育する水生生物や水鳥に悪影響を及ぼすような水面利用について

も、上記同様の措置を講じる。  

カヌーや手漕ぎボート等による円滑な水面利用を実現するため、水辺へのアプローチの

困難な箇所や堰等の横断工作物による障害等の改善を図る。 

また、滋賀県域においては、条例に基づき滋賀県と連携して不法係留対策を行っていく。 

 

(1)水面利用の適正化 

1)水上オートバイの利用規制 

○ 淀川本川では、当面、摂津市一津屋地区（淀川右岸 17km 付近）での利用に限定し、

調査を継続する。 

なお、利用の実態（走行区域・期間・時間帯）を評価した上で既設の「淀川水上オ

ートバイ関係問題連絡会」において検討する。 

しかし、摂津市一津屋地区には、大阪府、大阪市及び守口市の水道水源に近く、水

質調査の結果では基準値以下ながらベンゼンやキシレン等の検出も確認されているこ

とから、将来的には禁止も含めて、下流域の生物の生息・生育環境への影響を十分検

討した上で、上水の取水がない淀川大堰下流への移設を検討する。 

○ 滋賀県域の瀬田川では、「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」（平

成 14 年滋賀県条例第 52 号）が制定されていることから、水上オートバイによる騒音

及び水質等の問題について関係機関と連携し調査する。      

2)船舶等の通航規制 

○ 淀川本川では、水上オートバイやプレジャーボート等レジャー用動力船の通航禁止
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区域及び通航制限区域を設定する。 

○ 滋賀県域の瀬田川では、「滋賀県琵琶湖等水上安全条例」（昭和 30 年滋賀県条例第

55 号）等に基づく適正な管理を支援する。 

 

(2)水辺へのアプローチの改善 

カヌーや手漕ぎボート等による円滑な水面利用を実現するため、利用者が多い箇所

では、水辺へのアプローチ整備の実施や堰等の横断工作物の改善を検討する。 

 

(3)環境教育の推進 

河川に係わる人材の育成の支援や、住民と連携して環境教育を推進する。 

○子ども達を対象としたシンポジウムや体験学習の実施 

○子ども達が安全に楽しく遊ぶための川の指導者育成の支援 

 

４．５．２ 河川敷 

(1)利用 

河川敷利用にあたっては、単に河川環境のために制約されて利用できない空間とするの

ではなく、周辺環境・地域性に配慮し、その特性を損なわないで「川でなければできない

利用・川に活かされた利用」を推進するという観点から、現状の利用形態や公園整備のあ

り方を見直し、グラウンド、ゴルフ場等のスポーツ施設のように、本来河川敷以外で利用

する施設については、縮小していくことを基本とする。 

しかしながら、既存の利用施設が数多くの人々に利用され、また住民や自治体等からは

グラウンド等のスポーツ施設に対する存続及び新設の強い要望があるとともに、防災機能

としての役割がまちづくり中で必要との意見があることから、河川敷で利用する施設につ

いては、個々の案件毎に、学識経験者、自治体等関係機関や住民の意見を聴き判断するこ

ととする。 

 また、川らしい利用について総合的な検討を行う。 

○ゴルフ場、公園等占用施設等 

占用施設の新設及び更新の許可にあたっては、利用者の意見を聴くとともに、周辺環境・

地域性を考慮しつつ、河川環境の保全・再生を重視する観点から学識経験者・自治体等関

係機関からなる「河川保全利用委員会」の意見を聴く。なお、占用許可施設ではないが、

グラウンドの形態に利用されている河川敷や堤外民地の利用についても、必要に応じて河

川保全利用委員会の意見を聴く。 

また、上記委員会とは別に、川らしい利用について総合的な検討を行うべく、学識経験

者、沿川自治体等と幅広く意見交換及び提案を行う場を設ける。 

○堤防（占用）道路 

 淀川では、堤防上の占用道路による人と川、街と川のつながりの分断を是正することを、

高規格堤防の整備や街づくりにあわせて、堤防道路の移設について、関係機関と調整する。 
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(6)水辺の整備 

木津川上流域においては、地域住民が水辺に親しみ、学習等に活用する「水辺の楽校」

整備を住民・住民団体と連携して実施する。 

野洲川では、沿川自治体と連携しつつ、自然環境と調和した水辺空間を形成する「ふる

さとの川整備」を実施する。 

猪名川では、学識経験者、住民及び自治体等関係機関からなる検討会等において、利用

に適した水辺の整備について検討する。 

 

４．５．３ 舟運 

平成 7 年兵庫県南部地震時には一般道路が交通混乱し、水上輸送が見直された。このこ

とから、淀川周辺の大規模震災時において、淀川を利用した水上緊急輸送を可能とするた

めの整備を進めるとともに、船のある風景等により川への親しみの増進することにより人

と川とのつながりの回復を図る。このため、自治体や民間との舟運復活に対する意見交換

を実施し、航路確保や付属施設の整備等について検討する。 

 1)淀川本川・宇治川において、河口から伏見港までが航行可能となるよう必要な整備を順

次実施する。そのため、枚方及び大塚船着場までの安全な航路を維持するとともに、枚

方及び大塚船着場から三川合流点までの新たな航路確保を検討する。検討にあたっては、

河道内での航路の蛇行、ワンドの再生等、河川環境の保全を念頭におきながら行う。 

なお、鵜殿、前島、牧野地先において、航路確保にも資するように水制工を試験施工す

る。施工前後においてモニタリングを行い、その結果もふまえて、全体計画を策定する。 

 2)船舶の航行が河川環境に与える影響について、「淀川環境委員会」の意見もふまえて、

調査検討を行い、船舶航行規則の策定を行う。 

 3)枚方地区に河川管理を目的とした巡視船の停泊地を整備する。また、淀川の自然・歴史・

文化等を活かした舟運のための利用方法について検討を行う。 

 4)伏見港周辺および三川合流点付近において関係機関と連携して「川の駅」の整備を検討

する。また、淀川大堰周辺、守口周辺、枚方周辺についても、「川の駅」の整備に向け

関係機関と協議・調整を行う。 

 

４．５．４ 漁業 

淀川水系における生物の生息・生育環境の保全・再生を目標とする各施策を実施するこ

とにより、河川環境を保全・再生し、結果として水産資源の保護・回復につなげる（詳細

は「４．２ 河川環境」に記載）。 

 1)横断方向及び縦断方向の連続性を修復する。 

 2)琵琶湖における生物の生息・生育環境の保全・再生するための瀬田川洗堰の水位操作を

試行し、治水・利水・環境の調和の取れた操作方法の確立を目指す。 

 3)河川の流入総負荷量管理や自治体、関係機関、住民・住民団体とのデータの共有化及び

油やその他の化学物質の流出事故対応等のため琵琶湖・淀川水質管理協議会（仮称）の

設立を検討する。 



 4)河床材料や形状等の調査及び河床変動等といった土砂動態のモニタリングを実施し、そ

の調査結果をふまえ、山地流域から沿岸海域に至るまでの総合土砂管理方策について検

討する。なお、土砂流出防止機能を有する森林の保全・整備の検討について、関係機関

との連携を図る。 

 5)淀川大堰下流部について、河川環境上必要な水量を検討するとともに、確保可能な水量

を把握するために必要な諸調査を実施する。 

 

４．５．５ 上下流連携 

写真 4.5.5-1 イベント実施状況(一庫

ダム：流木ペインティング大会) 

水源地域の活性化に向け、自然環境への影響も十

分ふまえ、湖面活用や周辺環境整備などのハード対

策とともに、地域イベントや催しなどのソフト対策

を関係機関等と連携して継続的に実施することで、

上下流の交流を一層促進し、ダムに対する理解と協

力を得るための施策を実施する。 

1)水源地域ビジョンの推進を図る。 

天ヶ瀬ダム、高山ダム、青蓮寺ダム、室生ダム、

布目ダム、比奈知ダム、日吉ダム、 

一庫ダム 

2）周辺施設の利用促進・強化を図る。 

高山ダム、青蓮寺ダム、室生ダム、布目ダム、比奈知ダム、日吉ダム、一庫ダム 

3）湖面活用を検討する。 

高山ダム、青蓮寺ダム、室生ダム、布目ダム、比奈知ダム、日吉ダム、一庫ダム 

4）「ダム水源地ネットワーク」や「森と湖に親しむ旬間」行事などを通じて交流を促進す

る。（写真 4.5.5-1） 

天ヶ瀬ダム、高山ダム、青蓮寺ダム、室生ダム、布目ダム、比奈知ダム、日吉ダム、 

一庫ダム 
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2)既設ダム 

①ダム機能の維持 

ダムの機能を維持するため、日常点検を行い必要な維持修繕を継続して実施する。また、

計画的に維持補修・更新を実施することにより、維持管理費の縮減も目指す。（写真 4.6-2

～3、図 4.6.1-1） 

瀬田川洗堰、天ヶ瀬ダム、高山ダム、青蓮寺ダム、室生ダム、布目ダム、比奈知ダム、 

日吉ダム、一庫ダム 

ゲートの点検状況

ダム本体の観測・点検状況

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真 4.6-2 流木の有効活用 

(流木のチップ化)  

 写真 4.6-3 ダムの管理状況 

 

図 4.6-1 既設ダムの位置図 
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 写真 4.6-4 南郷洗堰 

その他の排水ポンプ場・水閘門等河川管理

施設 

②歴史･文化的価値のある施設の保存 

過去の歴史的な施設として後世に伝えるため

に、定期的な点検整備と計画的な維持修繕を実施

する。 

旧毛馬閘門及び洗堰、三栖閘門及び洗堰、旧

瀬田川洗堰（通称 南郷洗堰）  

その他の歴史・文化的価値のある施設について

も、関係機関と協議の上、保全対策等を検討する。

（写真 4.6-4）） 

③観測施設 

日常の保守点検を実施し機能保全を図るとともに、異常値及び欠測が生じた場合は、速

やかに原因を調査し復旧を行う。 

④河川浄化施設 

天野川浄化施設、天神川浄化施設、鳥羽浄化施設 

水質を改善するために、礫と曝気による浄化を継続運用し、施設の点検及び保全整

備を継続実施する。 

寝屋川揚水機場 

大阪府が管理する寝屋川の水質改善のために、淀川からの導水を継続運用し、施設

の点検及び保全整備を継続実施する。 

⑤河川管理施設操作の確実性の向上 

○水門･排水機場等の河川管理施設を、光ファイ

バー網で結ぶことにより、操作に必要な河川情

報の正確かつ迅速な伝達・共有化を実施する。 

写真 4.6-5 上野集中管理センター 

○水門、排水ポンプ場等の操作について、遠隔操

作等により河川管理施設等の管理の高度化を

実施する一方、異常事態に備えたバックアップ

体制を確保する。 

○水門・排水ポンプ場等の集中管理体制を上野遊

水地及び淀川河川事務所管内において継続実

施する。（写真 4.6-5） 

 

(2)許可工作物（橋梁・水門等） 

許可工作物については、河川管理施設に準じた点検整備及び対策を行うよう施設管理者

を指導する。 

堤防を横断する水門等は、堤防と同等の機能を有している必要があり、河川を横断する

橋梁･取水堰等は、洪水時の流水に対して支障とならないよう適正な維持管理が常に必要で

ある。 
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1)利用されていない施設は、河川管理上の支障や今後の施設利用計画等を調査し、不要な

ものについては施設管理者に対し撤去を求める。 

2)施設管理者に定期的な点検整備と計画的な維持修繕を指導する。 

3)洪水時の流水に対して支障とならないよう、特に応急的措置の必要な箇所を改善指導す

る。 

 

(3)河川区域等の管理 

1)河道内樹木の管理 

河川管理上支障となる河道内樹木については、生物の生息・生育環境に配慮した上で、

計画的に伐採を実施する。 

なお、実施にあたっては、住民・住民団体、学識者の意見も聴き、生物の生息・生育環

境に配慮して、伐採の方法や時期等を決定する。 

2)河道内堆積土砂等の管理 

河道内堆積土砂の除去については、定期的及び大きな出水後に河床変動状況や河川管理

施設、船舶の航行等への影響及び河川環境への影響等から判断する。実施にあたっては、

住民・住民団体、学識者の意見も聴き、生物の生息・生育環境に配慮して実施する。 

淀川本川において、概ね枚方より下流のうち、航路を確保する必要のあるところについ

ては浚渫を実施する。なおその際、砂利採取規制計画に定める範囲内において、砂利採取

を認める。 

3)安全利用のための対策 

安心して利用できる河川空間を目指すとともに、危険が内在する河川の自然をふまえた

河川利用及び安全確保のあり方に関する情報提供と啓発を関係機関、住民・住民団体の協

力を得て行う。 
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【具体的対策】 

①河川敷へのアクセス改善（バリアフリー化等）

を継続実施する。 

なお、自転車や車椅子等の快適な通行を確保す

るため、河川敷及び堤防天端のバイク止め等の

構造・設置方法について検討する。 

②歩行者や自転車が堤防の天端や河川内を安全に

連続して移動ができない区間では、縦断的に移

動ができるようにする。 

③瀬田川においては、水辺に親しみ、河川利用拠

点間を安全・快適に移動できる散策路整備を継続実施する。（名神高速道路瀬田川橋梁下

流～瀬田川洗堰区間）（写真 4.6-6） 

写真 4.6-6 瀬田川散策路 

④水難事故防止のため、「水難事故防止協議会（仮称）」を設置し、河川利用者の代表者と

ともに、対策方法について検討する。 

⑤危険な区域や安全な利用方法等についての情報公開及び啓発を引き続き行う。 



4)河川内ゴミの処理及び不法投棄の防止対策 

「川は地域共有の公共財産である」という共通

認識のもと、啓発活動を実施していくとともに、

河川美化と環境保全のための維持管理に努める。 

【具体的対策】 

①良好な河川環境を維持するため、住民団体及び

地域に密着した組織と協力した美化・清掃活動

及び塵芥処理を継続実施する。 

②管内空間監視用カメラを利用した平常時の監視

及び河川巡視を強化する。 

③不法投棄の摘発・取り締まり強化に向けた関係

行政機関等との連携及び組織を設置する。 

写真 4.6-7 不法投棄マップ ④住民団体及び地域に密着した組織による河川愛

護活動並びに不法投棄マップの作成、看板設置、

マスメディアの活用により、住民に啓発を行う。（写真 4.6-7） 

5)河川環境の保全のための指導 

河川環境の保全のため、巡視を行い、不適切な河川内の利用に対して指導を行う。 

6)テロに対する河川管理施設等における管理体制の強化 

関係機関と連携し、平常時から危機管理対策を講じるものとし、情報連絡体制の確立な

ど事前の措置及び河川区域の巡視点検を継続実施する。 

7)その他 

猪名川総合開発事業（余野川ダム）において既に整備した施設や取得済みの事業用地は

有効利用を図りつつ適正に管理する。 

 

４．７ 関連施策 

４．７．１ 淀川河川公園 

本整備計画との整合を図りつつ、「淀川河川公園基本計画改定委員会」の議論を経て策定

される「淀川河川公園基本計画」に基づき公園整備等を実施する。 

 改定に際しては、以下の項目方針をふまえて検討する。 

1)公園区域やゾーニングの見直し 

2)自然環境の保全と再生・復元  

3)歴史と文化を取り入れた公園計画 

4)淀川にふさわしい利用ができる公園計画 

5)まちと淀川をつなぐ河畔区域を含めた公園計画 

6)利用者の視点に立ったユニバーサルデザインの導入 

7)環境教育・研究の拠点としての既存施設活用 

 なお、高規格堤防整備や堤防補強対策の実施と連携した河川敷における公園の一体的整

備についても検討する。 
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